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8.4 診療報酬での取り扱い
○�介護医療院に対する診療報酬における取扱いについて、介護医療院の特性を踏まえた、以下のような
対応を行うことが定められています。4

イ ) 給付調整 本テキスト 6.4 で説明したとおり。

ロ )�在宅復帰・在
宅移行に係る
評価

在宅復帰・在宅移行に係る評価において、介護医療院は住まいの機能を有すると
の考え方から、居住系介護施設等に含め「退院先」として扱う。

ハ )�入院前の居所
の扱い

介護医療院は住まいの機能を有するとの考え方から、入院料において、在宅から
の受入れに対する評価について、介護医療院を「自宅」と同様の取扱いとする。

ニ )�情報提供や共
同指導の扱い

介護医療院は、医療を提供する機能を有することから、医療に係る情報提供や共
同指導について、介護老人保健施設と同様の取扱いとする。
［対応する報酬］診療情報提供料（Ⅰ）、退院時共同指導加算（訪問看護管理療養費）

ホ )�総合入院体制
加算

病院の機能分化の観点から、介護医療院等の介護保険施設を有する医療機関につ
いては、総合入院体制加算の評価対象から除外する。

Q：併設の医療機関から介護医療院の退院であっても、在宅復帰の扱いとなるのですか？

A：在宅復帰の扱いとなります（平成３０年８月時点）。併設の医療機関であるか否かは区別されてい
ません。�

4 個別改定項目について（平成30年２月７日　中央社会保険医療協議会(中央社会保険医療協議会総会)資料１より
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5 介護医療院に関して広告できる事項について（老老発0330第１号）

8.5 介護医療院に関して広告できる事項

○介護医療院に関する広告については、以下の事項について広告できることとされています。5

・介護医療院の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
・介護医療院に勤務する医師及び看護師の氏名
・施設及び構造設備に関する事項
・職員の配置員数
・提供されるサービスの種類及び内容（医療の内容に関するものを除く。）
・利用料の内容
・その他都道府県知事の許可を受けた事項

○�ここからは、上記に挙げた事項のうち、「施設及び構造設備に関する事項」「職員の配置員数」「提供されるサー
ビスの種類及び内容（医療の内容に関するものを除く。）」「利用料の内容」について、詳細にご説明します。

8.5.1 施設及び構造設備に関する事項
○介護医療院の施設及び構造設備に関する事項については、以下の内容のものを広告できます。

イ )施設の概要 a. 敷地面積、建築面積、床面積（延べ床、療養棟別、階層別等）、階層数（地上○
階、地下○階等）、入所者やエレベーター等の数、設計者・施工者の名称、免震
構造や耐震構造である旨、工法、工期、竣工日、療養棟配置図、施設内案内図
その他の介護医療院の施設に関することで、客観的な事実として検証可能な事
項について、広告が可能である。

b. 敷地内の写真、建物の外観又は内装を撮影した写真や映像等についても、広告
して差し支えない。

ロ )�療養床の種別
ごとの数

　�（�療養床数）又
は療養室数

a. 療養床の種類、療養棟等の数を広告して差し支えない。

ハ )�療養室、機能
訓練室、談話
室、レクリエー
ションルーム、
食堂、浴室又
は院内売店そ
の他の設備に
関する事項

a. これらの設備の有無、数、広さ、空調状況、利用可能時間、費用又は設置年月
日等を広告して差し支えない。

b.�なお、当該構造設備で実施される「医療の内容」に関することを広告する場合
には、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項
等及び広告適正化のための指導等に関する指針（医療広告ガイドライン）」の内
容に準じる必要がある。
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ニ )�利用者等に対
する構造上の
配慮

a. バリアフリー構造、施設内点字ブロック、点字表示又は音声案内設備等の有無
等を広告できるものであり、車椅子利用者、視覚障害者等への配慮をした構造
である旨を示すことも差し支えない。

ホ )�据え置き型の
医療機器等の
機械器具の配
置状況

a. 画像診断装置等の医療機器又は空気清浄機等の医療機器以外の機械器具の配置
状況について、一般的な名称（例えば単純エックス線装置等）、それらの写真・
映像、導入台数又は導入日等について、広告して差し支えない。

b. ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭
和 35年法律第 145 号）において、承認又は認証を得ていない医療機器（以下「未
承認医療機器」という。）については、その販売・授与等にかかる広告が禁じら
れている他、承認又は認証されている医療機器であっても、昭和 55年 10 月９
日薬発第�1339 号厚生省薬務局長通知の別紙「医薬品等適正広告基準」により、
医薬関係者以外の一般人を対象とする広告は行わないものとされていることに
鑑み、医療機器が特定可能となる販売名や型式番号については、広告は行わな
いものとする。
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8.5.2 職員の配置員数
○介護医療院の職員の配置員数については、以下の内容のものを広告できます。

イ )�職員の配置員
数

a. 介護医療院に配置される職員の職種ごとの員数を広告できる。広告できる職員
の員数は、常勤換算した場合の員数とすること。

b. 具体的な取扱いについては、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に
関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針（医療広
告ガイドライン）」の内容に準じる必要がある。

8.5.3 提供されるサービスの種類及び内容（医療の内容に関するものを除く。）
○�介護医療院の提供されるサービスの種類及び内容（医療の内容に関するものを除く。）については、
以下の内容のものを広告できます。

イ )�レ ク リ エ ー
ション、理美
容その他日常
生活上のサー
ビスの内容

a.�レクリエーションの内容
b.�生活上のサービスの内容（入浴回数、機能訓練の回数等）

ロ )�指定短期入所
療養介護等

a. 指定短期入所療養介護等を実施している介護医療院については、その旨を広告
できる。

b. この場合においては、指定短期入所療養介護等の定員数及びその実施時間につ
いても広告できる。

ハ )�特別な療養室 a.�利用料の徴収できる「特別な療養室」を有する施設については、その旨及びそ
の室数について広告できる。

ニ )�紹介するこ
とができる他
のサービス名
称

a.�紹介することができる他の指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、
指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、病院又
は診療所等の名称について広告できる。

ホ )�サービスの
提供に関する
諸記録に係る
情報の開示

a.�当該介護医療院によるサービスの提供に関する諸記録に係る情報を開示するこ
とができる旨を広告できる。

ヘ )�医療の内容
に関する事項

a.�医療の内容に関する事項は、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に
関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針（医療広
告ガイドライン）」を踏まえ、広告できない。
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8.7 介護医療院のロゴマーク

8.6 介護医療院開設移行等支援事業

8.5.4 利用料の内容
○介護医療院の利用料の内容については、以下の内容のものを広告できます。

イ )�利用料の内容 a. 介護医療院において徴収する利用料（日常生活費その他の費用を含む。）の費目、
金額、支払方法及び領収について広告することができる。

○�介護医療院の統一的なＰＲツールとして、ロゴマークを平
成３０年３月７日から３月１８日の間、広く一般から募集し、
選定を実施しました。

○�ロゴマークは、ポスター、パンフレット、ホームページ等に
ご利用いただけます。

○�介護療養型医療施設等が介護医療院等に移行することを支援するため、介護療養型医療施設の経営
者等を対象とした研修の実施や、研修内容を充実するための移行状況把握調査の実施、介護医療院
の課題把握・移行事例調査の実施、及び疑問点に対応するためのコールセンターの設置を行うことを
目的として「介護医療院開設移行等支援事業」を実施しています。
○�平成 30 年度は「みずほ情報総研株式会社」が受託し、以下のコールセンターを開設しています。

＜お問い合わせ窓口（コールセンター）の概要＞

電話 0120-721-725（平日 10時 00分～ 17時 00分、年末年始を除く）

FAX 0120-721-726（24 時間受付）

E-mail kaigoiryouin@mizuho-ir.co.jp

受付内容 介護医療院の人員、施設、設備等の基準や報酬等に対する疑義等
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8.8 介護医療院の開設状況

平成 30年
4/30 時点

平成 30年
6/30 時点

施設数 5 21
Ⅰ型の療養床数 264 781
Ⅱ型の療養床数 119 619
療養床数（合計） 383 1,400
転換元の情報 内訳
介護療養病床（病院） 205 621
介護療養病床（診療所） 0 10
老人性認知症疾患療養病棟（精神病床） 0 0
介護療養型老人保健施設 100 629
医療療養病床（平成 30年度改定後の診療報酬の療養病棟入院料１
又は２を算定している病床）

40 97

医療療養病床（平成 30年度改定後の診療報酬の経過措置が適応さ
れている病床）

19 19

有床診療所 19 24
医療療養病床・有床診療所以外の病床 0 0
その他のベッド 0 0
新設 0 0

都道府県ごとの状況 内訳
北海道 0 188
群馬県 67 67
埼玉県 0 98
富山県 170 170
石川県 0 143
静岡県 0 58
愛知県 0 42
島根県 52 52
広島県 0 42
山口県 0 75
徳島県 19 51
香川県 0 130
愛媛県 0 31
佐賀県 0 22
長崎県 75 231
その他の都道府県 0 0

8.8.1 介護医療院開設状況
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8.8.2 条例施行状況

8.8.3 介護医療院の必要入所定員総数※
　　　※�医療療養病床、指定介護療養型医療施設及び介護老人保健施設（平成 18 年７月１日から平

成 30 年３月31日までに医療療養病床又は指定介護療養型医療施設から転換して許可を受け
たもの）以外の病床等から転換する場合及び新設する場合に、介護保険法第 107 条第５項に
基づく許可の拒否（いわゆる「総量規制」）の対象となる必要入所定員総数。

2018/4/1 施行 109 自治体 記載のある自治体以外

2018/6 施行 ３自治体 明石市、北九州市、姫路市

2018/7 施行 ２自治体 千葉県、船橋市

2018/9 施行 １自治体 前橋市

2018/10 施行 ３自治体 いわき市、横須賀市、尼崎市

2019/4 施行 ３自治体 川口市、京都府、広島市
（全 121 自治体）

０床 110 自治体 記載のある自治体以外

１床～ 100 床 10 自治体
北海道、青森県、宮城県、千葉県、長野市、兵庫県、
鳥取県、島根県、高松市、那覇市

101 床～ 200 床 １自治体 広島県
（全 121 自治体）
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